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これからのまちづくりを進めるための
大事な計画で、いわば市の
「まちづくりの未来設計図」です。

総合計画
ってなぁに

？

基本構想

基本計画（前期） 基本計画（後期）

総
合
計
画

H28年度 H29年度 H30年度 R1年度 R2年度 R3年度 R4年度 R5年度 R6年度 R7年度

10年間

5年間 5年間

基本構想

基本計画

第５次大村市総合計画は、大村市の将来像を描き、実現していくため
の施策などを定めた市の最上位計画です。

本市が目指す将来像を明らか
にし、その実現のための基本
的なまちづくりの方向性を示
すものです。

基本構想に掲げた将来像を
実現するための具体的な施
策を体系的に示すものです。

 “しあわせ”の感じ方は人それぞれですが、ご自身や
ご家族の健康、趣味や生きがい、子どもたちの健や
かな成長、家族の絆など「日常生活の様々な場面
で、誰もがしあわせを実感できるまち」、これが大村
市が目指すまちの姿です。

　市民の皆様とともに、しあわせを実感できるまち
づくりを進め、“行きたい”、“働きたい”、“住み続けた
い”と思える魅力的なまちを目指します。

～行きたい、働きたい、住み続けたい～

しあわせ
実感都市　　大村 住み続けたい

働きたい

行きたい

魅力的
なまち

総合計 画と は

大村市 の将 来像

本計画は、基本構想と基本計画の２層で構成しています。［ 計画の構成と期間 ］

今回は後期基本計画
を策定しました。
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NAGASAKI

重点プロジェクトは、６つの基本目標の枠組みを超えて重点的に取り組むものであり、分野横断的な
取組により効果的な政策展開を図ることを目的としています。
本基本計画における重点プロジェクトは「行きたい、働きたい、住み続けたい まち プロジェクト」として、
「行きたいまち」、「働きたいまち」、「住み続けたいまち」の３つのテーマで構成し、本市の「まち・ひと・しごと
創生総合戦略」と整合性を図った取組としています。

重 点 プロジ ェク ト
～行きたい、働きたい、住み続けたい まち プロジェクト～

住み続けたいまち 
（子育て、都市環境、安全・安心）

働きたいまち 
（仕事づくり） 

行きたいまち
（観光、移住） 

行きたい、
働きたい、
住み続けたい
まちプロジェクト

を目指して

●地場産業の振興や創業
支援、企業誘致などに
よる雇用の場の創出

●就業者の育成・確保と、
魅力ある商品 開 発 や
販路・消費拡大による
所得向上

●魅力ある観光地づくりや、
まちの魅力向上による
交流人口の拡大、
　関係人口の創出・拡大、
移住・定住の促進

●出会いから結婚・妊娠・
出産・子育てまでの切れ目の
ない支援と教育環境の整備

●誰もが安全・安心で、快適に
暮らせるまちづくり

関係人口の
創出・拡大

Society5.0の実現に
向けた先端技術の活用

SDGsを原動力とした
地方創生の推進

国内外に対して本市の魅力を最大限に
発信することにより、交流人口の拡大を
図るとともに、本市と継続的に様々な形
で関わる関係人口の創出・拡大を図る取
組を推進します。

モノやサービスの生産性や利便性を高
め、産業や市民生活の質を向上させるた
め、国が目指す未来社会、いわゆる
Society5.0 の実現に向け、AI やIoT、５G 等
の先端技術を活用した取組を推進します。

産業、子育て、教育、スポーツなど様々
な分野において、ＳＤＧｓの理念（「誰一
人取り残さない」社会の実現）を踏まえ、
企業や団体、市民等と連携を図りながら、
地方創生の取組を推進します。

2025 年の
人口10万人

次の新たな視点を踏まえて
重点プロジェクトを推進します。

２０２５年の人口１０万人を
目指して重点プロジェクトに
取り組みます。

重点プロジェクトって、
特に力を入れて取り組む
テーマのことなんだね。
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政　策
基 本 構 想

基本目標将来像 重点プロジェクト

〜
行
き
た
い
、働
き
た
い
、住
み
続
け
た
い
〜

　し
あ
わ
せ
実
感
都
市 

大
村

まちづくり編

健康でいきいきと
暮らせるまち

安全・安心なまち

活力に満ちた
産業のまち

機能的で環境と
調和したまち

持続可能な
行財政運営と
市民協働の推進

都 市 経営編

政策1-1 子育てしやすいまちづくり

政策1-2 豊かな学力と生きる力を育む教育の充実

政策1-3 文化の振興と生涯学習の充実

政策1-4 国際・地域間交流の推進

政策2-1 健康づくりの推進と医療体制の充実

政策2-2 高齢者が暮らしやすいまちづくり

政策2-3 障がい者が暮らしやすいまちづくり

政策2-4 暮らしのセーフティネットの充実

政策3-1 災害に強いまちづくり

政策3-2 消防・救急体制の充実

政策3-3 交通安全と消費者保護の推進

政策3-4 犯罪のないまちづくり

政策4-1 魅力ある農林水産業の振興

政策4-2 活力ある商工業の振興

政策4-3 企業誘致の推進と新たな雇用の創出

政策4-4 歴史や自然を活かした観光のまちづくり

政策5-1 コンパクトで暮らしやすいまちづくり

政策5-2 道路網の整備と公共交通の利便性の向上

政策5-3 快適で暮らしやすい都市環境の整備

政策5-4 環境にやさしいまちづくり

政策6-1 効率的で開かれた行政運営の推進

政策6-2 健全な財政運営の推進

政策6-3 地域コミュニティの活性化とみんなで取り組むまちづくり

政策6-4 お互いを尊重し、誰もが活躍できる社会づくり

行
き
た
い
、
働
き
た
い
、
住
み
続
け
た
い 

ま
ち 

プ
ロ
ジ
ェ
ク
ト

人を育むまち
基本目標１

基本目標2

基本目標3

基本目標4

基本目標5

基本目標6

【政 策 体系】
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施　　策
基 本 計 画

施策1 出会いと結婚の支援　施策2 親と子の健康増進　施策3 子育てを支える環境の充実　施策4 子育てと仕事の両立

施策1 幼児教育の充実　施策2 小・中学校教育の充実　施策3 教育環境の充実

施策1 歴史・文化の保護・活用・継承　施策2 芸術・文化の振興　施策3 生涯学習の充実　施策4 青少年の健全育成　施策5 ミライonの充実

施策1 国際理解・国際交流の推進　施策2 地域間交流の推進

施策1 健康づくりの推進　施策2 スポーツの振興　施策3 医療体制の充実

施策1 地域包括ケアシステムの充実　施策2 高齢者の生きがいづくりと介護予防の推進　施策3 高齢者を地域で支える体制の充実

施策1 障がい者の自立支援の充実　施策2 障がい者の社会参加の促進

施策1 低所得者の生活支援　施策2 社会保険制度の安定的運営

施策1 防災対策の推進　施策2 総合的な危機管理の推進

施策1 消防・救急体制の充実

施策1 交通安全の推進　施策2 消費者保護の推進

施策1 犯罪のないまちづくり

施策１ 農業の生産性の向上と販路拡大　施策２ 農業の担い手の育成と確保　施策３ 農地の保全と有効活用　施策４ 畜産業の振興　施策５ 林業の振興　施策６ 水産業の振興

施策１ 商店街の振興　施策２ 商工業経営基盤の強化と創業支援

施策１ 企業誘致活動の強化　施策２ 若者や高齢者の就業支援

施策１ 観光交流のまちづくり　施策２ 観光客受入体制の整備

施策１ 計画的な土地利用と都市拠点機能の充実　施策２ 新幹線を活かしたまちづくり

施策１ 道路網の整備　施策２ 利便性の高い公共交通の確立

施策１ 住環境の整備　施策２ 景観の保全　施策３ 公園・河川の整備　施策４ 上下水道の整備

施策１ 環境保全の推進　施策２ 環境汚染対策の推進　施策３ ごみの減量化と適正処理の推進

施策１ 効率的な行政運営の推進　施策２ 開かれた市政の推進と個人情報の保護　施策３ 組織体制の強化

施策１ 健全な財政運営の推進

施策１ 地域コミュニティの活性化　施策２ 市民活動の支援と協働の推進

施策1 人権に関する教育と相談体制の充実　施策2 男女共同参画の推進

4



基本目標１ 人を育むまち
政策１－１　子育てしやすいまちづくり
❶ 出会いと結婚の支援
❷ 親と子の健康増進
❸ 子育てを支える環境の充実
❹ 子育てと仕事の両立

政策１－2　豊かな学力と生きる力を育む教育の充実
❶ 幼児教育の充実
❷ 小・中学校教育の充実
❸ 教育環境の充実

政策１－3　文化の振興と生涯学習の充実
❶ 歴史・文化の保護・活用・継承
❷ 芸術・文化の振興
❸ 生涯学習の充実
❹ 青少年の健全育成
❺ ミライon の充実

政策１－4　国際・地域間交流の推進
❶ 国際理解・国際交流の推進
❷ 地域間交流の推進

政策2－１　健康づくりの推進と医療体制の充実
❶ 健康づくりの推進
❷ スポーツの振興
❸ 医療体制の充実

政策2－2　高齢者が暮らしやすいまちづくり
❶ 地域包括ケアシステムの充実
❷ 高齢者の生きがいづくりと介護予防の推進
❸ 高齢者を地域で支える体制の充実

政策2－3　障がい者が暮らしやすいまちづくり
❶ 障がい者の自立支援の充実
❷ 障がい者の社会参加の促進

政策2－4　暮らしのセーフティネットの充実
❶ 低所得者の生活支援
❷ 社会保険制度の安定的運営

政策3－１　災害に強いまちづくり
❶ 防災対策の推進
❷ 総合的な危機管理の推進

政策3－2　消防・救急体制の充実
❶ 消防・救急体制の充実

政策3－3　交通安全と消費者保護の推進
❶ 交通安全の推進
❷ 消費者保護の推進

政策3－4　犯罪のないまちづくり
❶ 犯罪のないまちづくり

基本目標2 健康でいきいきと暮らせるまち

基本目標3 安全・安心なまち
づくり

横
断
中

具体的には
どのような取組が
あるのかな？

以下の６つの大きな目標を定めて、
しあわせ実感都市を目指します。
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NAGASAKI

私たちの生活に関連することも
たくさんあるね。

基本目標4 活力に満ちた産業のまち

基本目標5 機能的で環境と調和したまち

基本目標6 持続可能な行財政運営と市民協働の推進

政策4－１　魅力ある農林水産業の振興
❶ 農業の生産性の向上と販路拡大
❷ 農業の担い手の育成と確保
❸ 農地の保全と有効活用
❹ 畜産業の振興
❺ 林業の振興
❻ 水産業の振興

政策4－2　活力ある商工業の振興
❶ 商店街の振興
❷ 商工業経営基盤の
　 強化と創業支援

政策4－3　企業誘致の推進と新たな雇用の創出
❶ 企業誘致活動の強化
❷ 若者や高齢者の就業支援

政策4－4　歴史や自然を活かした観光のまちづくり
❶ 観光交流のまちづくり
❷ 観光客受入体制の整備

政策5－１　コンパクトで暮らしやすいまちづくり
❶ 計画的な土地利用と都市拠点機能の充実
❷ 新幹線を活かしたまちづくり

政策5－2　道路網の整備と公共交通の利便性の向上
❶ 道路網の整備
❷ 利便性の高い公共交通の確立

政策5－3　快適で暮らしやすい都市環境の整備
❶ 住環境の整備
❷ 景観の保全
❸ 公園・河川の整備
❹ 上下水道の整備

政策5－4　環境にやさしいまちづくり
❶ 環境保全の推進
❷ 環境汚染対策の推進
❸ ごみの減量化と適正処理の推進

政策6－１　効率的で開かれた行政運営の推進
❶ 効率的な行政運営の推進
❷ 開かれた市政の推進と
　 個人情報の保護
❸ 組織体制の強化

政策6－2　健全な財政運営の推進
❶ 健全な財政運営の推進

政策6－3　地域コミュニティの活性化と みんなで取り組むまちづくり

❶ 地域コミュニティの活性化
❷ 市民活動の支援と協働の推進

政策6－4　お互いを尊重し、誰もが活躍できる 社会づくり

❶ 人権に関する教育と
 　相談体制の充実
❷ 男女共同参画の推進
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大村市
編集・発行／大村市
〒856-8686 長崎県大村市玖島1丁目25番地
TEL 0957-53-4111
http://www.city.omura.nagasaki.jp/

持続可能なまちづくりのために
大村市でもSDGsの理念を踏まえた
取組を推進していきます。

地球の未来のために大切な
世界共通の目標なんだね。

ＳＤＧｓとは、持続可能な開発目標（Sustainable Development Goals）の略で、平成27年に国連で採択され
た「持続可能な開発のための2030 アジェンダ（行動計画）」の中核とされる17のゴールのことです。ＳＤＧｓは、
2030年までに達成を目指す全世界共通の目標とされ、貧困の撲滅など、「誰一人取り残さない」社会の実現を
目指すことが理念に掲げられています。
我が国においては、平成28年に内閣総理大臣を本部長とした「持続可能な開発目標（ＳＤＧｓ）推進本部」
が設置され、地方自治体を含む、あらゆる関係者とＳＤＧｓ達成に向けた取組が進められています。
本市では、ＳＤＧｓの理念を踏まえながら、総合計画で掲げる「～行きたい、働きたい、住み続けたい～ 
しあわせ実感都市 大村」を実現させる取組を推進していきます。

総合計画と ＳＤＧｓ
エスディージーズ


